
令
和
元
年
五
月
三
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

八

二

号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
一
八
二
号

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
ハ
ク
ビ
シ
ン
が
明
治
以
前
に
日
本
に
生
息
し
て
い
た
科
学
的
根
拠
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
ハ
ク
ビ
シ
ン
が
明
治
以
前
に
日
本
に
生
息
し
て
い
た
科
学
的
根
拠
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
ハ
ク
ビ
シ
ン
が
「
雷
獣
と
呼
ば
れ
、
図
画
に
描
か
れ
て
き
た
と
の
考
え
」
を
環
境
省
は
有
し
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
図
画
」
に
関
す
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
生
物
多
様
性
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

策
定
し
た
「
生
物
多
様
性
国
家
戦
略
二
〇
一
二－

二
〇
二
〇
」
（
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
八
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
作

成
す
る
こ
と
と
し
た
「
侵
略
的
外
来
種
リ
ス
ト
」
と
し
て
、
「
我
が
国
の
生
態
系
等
に
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
外
来

種
リ
ス
ト
」
を
、
平
成
二
十
七
年
三
月
に
環
境
省
及
び
農
林
水
産
省
が
作
成
し
た
際
に
、
生
態
学
や
哺
乳
類
学
等
の
知
見
を

有
す
る
科
学
者
の
知
見
に
基
づ
き
ハ
ク
ビ
シ
ン
が
明
治
時
代
以
前
に
導
入
さ
れ
た
外
来
種
で
あ
る
と
整
理
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。


